
平
成
十
八
年
政
令
第
百
八
十
六
号

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令

内
閣
は
、
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
二
条

第
一
号
た
だ
し
書
並
び
に
第
七
条
第
九
号
及
び
第
十
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
民
間
紛
争
解
決
手
続
に
該
当
し
な
い
裁
判
外
紛
争
解

決
手
続
）

第
一
条
　
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
号
た

だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第

九
十
七
号
）
第
三
章
第
二
節
の
二
の
規
定
に
よ
り
指

定
紛
争
処
理
機
関
（
同
法
第
二
十
三
条
の
五
第
二
項

に
規
定
す
る
指
定
紛
争
処
理
機
関
を
い
う
。
）
が
行

う
調
停
の
手
続

二
　
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六
章
第
一
節
の
規

定
に
よ
り
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
（
同
法
第
六
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関

を
い
う
。
）
が
行
う
あ
っ
せ
ん
及
び
調
停
の
手
続

（
法
第
七
条
第
九
号
及
び
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
使

用
人
）

第
二
条
　
法
第
七
条
第
九
号
及
び
第
十
号
の
政
令
で
定
め

る
使
用
人
は
、
法
第
五
条
の
認
証
の
申
請
を
し
た
者
の

使
用
人
で
あ
っ
て
、
民
間
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
に
関

し
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
事
務
所
の
業
務
を
統
括

す
る
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
法
務
省
令
で
定

め
る
者
と
す
る
。

（
認
証
の
申
請
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
三
条
　
法
第
八
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の

額
は
、
申
請
一
件
に
つ
き
十
四
万
五
千
円
と
す
る
。

２
　
法
第
十
二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条

第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数
料
の
額
は
、
申
請
一
件

に
つ
き
六
万
六
百
円
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
二
月
二
日
政
令
第
一
七

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第

四
〇
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
七
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
電
子
申
請
（
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
）
を
し
た
者
が
納
付

す
べ
き
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
八
条
第
三
項
（
同
法
第
十
二
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
手
数
料
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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